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弁護士 15 名（平成 22 年 1

今年７月，山下江法律事務所は

を迎えます。このたび，これまで年

行していた事務所報「海路」に加え

ニュースや当事務所の近況などをお知らせする

「猿の道か？猫の道か？」～お悩み解決法～

私は１５年前離婚を経験し

ている。楽天主義の私も

すがにこのときは悩み自分を

責めた。このころ

『蓮如』（五木寛之著）を読ん

だのを皮切りに様々な宗教の

本を読んだ。もともと史的唯物論者だった私が宗

教の必要性も理解できた瞬間だった。

「猿の道か・・・」は中世インドのヒンドゥー教の

論争として，ひろさちや著「親鸞と道元」に出てく

る話である。子猿は親猿のおなかにしっかりとし

がみついて運んでもらう，これが「自力

猫は母猫に首をくわえて運んでもらう

力（本願）」。神に救われるのは子

自力（子猿）はこの瞬間を精一杯生きよという。

弁護士 ON・OFF 第

ニュースレターはじめました

KAIRO

Law Office News Letter 2010/

1 月撮影）

山下江法律事務所は，開設１５周年

これまで年１回，１月に発

行していた事務所報「海路」に加え，法律関連の

ニュースや当事務所の近況などをお知らせする

ニュースレター“ＫＡＩＲＯ ＢＩＭＯＮＴＨＬＹ”

路隔月版）をお届けさせていただく

た。四季折々のお手紙としてご理解いただき

しでもお役に立てる情報をご提供でき

ております。

今年，当事務所は，事務所を

ならびに秘書を増員し，中四国最大級の弁護士

事務所となりました。これからも

「適切な解決」をモットーに，皆様のご期待に応

えるべく，全力であなたの人生を応援します。

「猿の道か？猫の道か？」～お悩み解決法～

私は１５年前離婚を経験し

ている。楽天主義の私も，さ

すがにこのときは悩み自分を

責めた。このころ，岩波新書

（五木寛之著）を読ん

だのを皮切りに様々な宗教の

本を読んだ。もともと史的唯物論者だった私が宗

教の必要性も理解できた瞬間だった。

「猿の道か・・・」は中世インドのヒンドゥー教の

ひろさちや著「親鸞と道元」に出てく

猿は親猿のおなかにしっかりとし

これが「自力（禅）」。子

猫は母猫に首をくわえて運んでもらう，これが「他

神に救われるのは子猿か子猫か。

自力（子猿）はこの瞬間を精一杯生きよという。

他力（子猫）は過去のことを追わず

（全てを神仏にゆだねよ）という。前者は肯定的

表現であり，後者は否定的表現方法をとっている

が，私には同じことを言っているように思えた。

イスラム教では，口癖のように「イン・シャー・ア

ッラー」という。その意味は「もし神が望まれるな

ら・・」。「イン・シャー・アッラー」

約束した時間に遅れても，神が望んだのだから

仕方ないということになる。

キリスト教では，「新約聖書」に「あすのことを思

いわずらうな。あすのことは，あす自身が思いわ

ずらうであろう。一日の苦労は

で十分である。」とある。

世界中，誰しも悩みがある。そして

神とする対象は違えど，同じような

を取っていたのである。

第 1 回 所長弁護士

ニュースレターはじめました！

AIRO BIMONTHLY

2010/7 vol.1
Page 1

ＢＩＭＯＮＴＨＬＹ”（海

路隔月版）をお届けさせていただくことに致しまし

た。四季折々のお手紙としてご理解いただき，少

をご提供できればと思っ

事務所を増床し，弁護士

中四国最大級の弁護士

これからも，「親切な相談」，

皆様のご期待に応

全力であなたの人生を応援します。

他力（子猫）は過去のことを追わず，未来も願うな

という。前者は肯定的

後者は否定的表現方法をとっている

私には同じことを言っているように思えた。

口癖のように「イン・シャー・ア

ッラー」という。その意味は「もし神が望まれるな

「イン・シャー・アッラー」と言っておけば，

神が望んだのだから

「新約聖書」に「あすのことを思

あす自身が思いわ

ずらうであろう。一日の苦労は，その日一日だけ

誰しも悩みがある。そして，各宗教は

同じようなお悩み解決法

所長弁護士 山下江

IMONTHLY
海路隔月版
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今回から企業法務について連載します。会社

実務を行う上で必要な基礎的な法律知識を分か

りやすく順を追って述べます。

法律は常識を文章化したもの

まず最初に，企業法務に適用される法律は，

民法，会社法，手形法・小切手法，製造物責任

法，独禁法，下請法，不正競争防止法など様々

ありますが，法律は難しいものではないということ

です。

法律は，人と人，法人と法人などの間において

争いになったときの解決の基準を文章化して定

めたものです。関係者間においてなるべく公平

になるように，皆が納得できるように基準が作ら

れております。法律は，皆が納得できる（あるい

は多数の人が納得できる）常識を文章化したもの

とも言えます。

ですから，常識があれば，法律となっている文

章を読まなくても，おおよその結論は見当が付く

ことになります。法律は決して難しいものではな

く，争いを解決するための基準（常識）を文章化

したものであり，常識人なら容易に理解できるも

のであると考えるべきと思います。

前置きが長くなりましたが，さっそく，会社実務

の最初に，契約と文書の意義について，述べま

す。

契約書がないと契約成立といえないか

否です。契約成立は，当事者間の意思表示の

合致により成立します。契約書はそれを証明する

もっとも重要な証拠と言えます。すなわち，契約

書がなくても，当事者の意思表示が合致してい

れば，契約は成立することとなります。

例として，１００円のパンの売買について述べま

す。パン屋さんはこのパンを１００円で売りましょう

と意思表示しました。購入者は，このパンを１００

円で買いましょうと意思表示しました。ここに，両

当事者の意思表示が合致したと言えます。これ

により，１００円のパンの売買契約は成立したこと

になります。契約書は不要です。

ちなみに，この売買契約が成立したことにより，

パン屋さんはそのパンを購入者に引き渡す義務

を負うと同時に代金１００円を受け取る権利を取

得することになります。購入者は，そのパンをパ

ン屋さんから受け取る権利を取得するとともに代

金１００円を支払う義務を負うことになります。

契約書はなぜ必要か

上記のような１００円のパンの売買契約であれ

ば，金額も低額であり，その場ですべてが済んで

しまうので，わざわざ契約書を作成する必要はあ

りません。しかし，これがＡ社がＢ社に対し，１００

万円の工作機械を製作してもらうという契約だと

どうでしょう。

弁護士 山下江の「実務に役立つ企業法務の基礎」第1 回
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Ａ社は，Ｂ社に工作機械の製作を頼んだもの

の，Ｂ社がチャンと製作して引き渡してくれるか不

安です。また，Ｂ社も，Ａ社がチャンと１００万円の

代金を支払ってくれるか不安です。

後日争いがないようにするためには

した契約書が必要となるわけです

すなわち，取引について契約書を作る作らない

かは原則自由です（建築工事請負契約のように

消費者保護の観点からの例外あり）。しかし

約書を作るのは次の３つの理由があるからです。

ミーハー心のある私が，近年覚えた楽しみは

カープの２軍の試合を見に行くことです。

近くで選手を見ることが出来るお得感と

選手と話をしたり写真を撮ったりすることが出来

て，幸せ気分が味わえます。

ミーハー故に，ルールを余り知らないので

合も見ずに芝生に寝ころんでお昼寝をしたりする

こともあるのですが，それもまたのんびりした休日

感を味わえて，良いものです。

２軍の選手が１軍にあがったりすると

合を見るときも楽しさ倍増です。

場所が，山口県の由宇で，少し遠いところでは

ありますが，皆さんも是非一度見に行かれてみて

はどうですか？

ＴＥＬ：０５７０
ナ ビ ダ イ ヤ ル

-００８４５０
やましたこ

電話受付：平日 ９時～２１時，

相談時間：月曜 ９時～２１時（

※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士

Ｅ－ＭＡＩＬ：info@law-yamashita.com

事務局コラム 第1 回

Law Office News Letter 2010/

Ｂ社に工作機械の製作を頼んだもの

Ｂ社がチャンと製作して引き渡してくれるか不

Ａ社がチャンと１００万円の

代金を支払ってくれるか不安です。

後日争いがないようにするためには，キチンと

した契約書が必要となるわけです。

取引について契約書を作る作らない

かは原則自由です（建築工事請負契約のように

消費者保護の観点からの例外あり）。しかし，契

約書を作るのは次の３つの理由があるからです。

①契約内容を明確にする。

②後日の証拠となる。争いが発展すると最後は

裁判になり，裁判は証拠に基づいて勝敗がきまり

ます。真実であっても証拠がないと勝訴できない

ことがあります。証拠には人証（証人尋問による

供述）と書証がありますが，人の記憶はあいまい

なことが多く，人証に比して書証の証明力が圧倒

的に強いのです。書証の決定打が契約書です。

③ひいては，紛争抑止力となるということです。

近年覚えた楽しみは，

カープの２軍の試合を見に行くことです。

近くで選手を見ることが出来るお得感と，たまに

選手と話をしたり写真を撮ったりすることが出来

ルールを余り知らないので，試

合も見ずに芝生に寝ころんでお昼寝をしたりする

それもまたのんびりした休日

２軍の選手が１軍にあがったりすると，１軍の試

少し遠いところでは

皆さんも是非一度見に行かれてみて

投球練習中の齊藤悠葵投手
（2008/8/10 山口県

〒730-0012広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀

営業時間：平日 ９時～１８時

８４５０
やましたこ う

/ ＦＡＸ：０５７０-００８４５５

，土曜１０時～１７時

（夜間相談有り），火曜～金曜 ９時～１８時，土曜

弁護士がいれば，相談時間を設定しますので，まずはお電話ください

yamashita.com メール受付：年中無休２４時間対応
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②後日の証拠となる。争いが発展すると最後は

裁判は証拠に基づいて勝敗がきまり

ます。真実であっても証拠がないと勝訴できない

ことがあります。証拠には人証（証人尋問による

人の記憶はあいまい

人証に比して書証の証明力が圧倒

的に強いのです。書証の決定打が契約書です。

紛争抑止力となるということです。

悠葵投手
山口県由宇練習場）

上八丁堀ビル703

土曜１０時～１７時

ください。

時間対応

Ｍ．Ｍ
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紙上録音 RCC ラジオ「京橋の杜情報局」

5 月 27 日放送「貸金業法の改正について」

♪放送の様子は，山下江のブログ「なやみよま

るく」の「ラジオ生出演」をご参照ください♪

兼永：山下江先生，今回，改正された貸金業法

が施行されるということなんですが，どのように変

わるんですか？

山下：今回の改正のポイントは３点。

まず１点目は，テレビ CM など，貸金業者への

規制の強化です。

２点目は，いわゆる「総量規制」と呼ばれるもの

で，年収の３分の１を超える借入が，原則禁止に

なることです。

そして３点目は，現在の出資法の上限金利

29.2％を 20％に引き下げ，いわゆる「グレーゾー

ン金利」を撤廃するといった改正になっていま

す。

兼永：今ご紹介いただきましたポイントの中の「総

量規制」というものが，今後，借入をお考えの方

にとっては，大きく影響してきそうですね。これ

は，年収の３分の１以上は，借入ができない！と

いうことなんですか？

山下：そうですね。1 社 50 万円又は総借入残高

100 万円を超えて借入する場合は，年収を証明

する源泉徴収票などの資料を提出しなければな

りません。また，それに満たない場合は，自己申

告になるわけですが，いずれにしろ貸金業者は，

借入れしようとする人の返済能力を調査して，借

入残高が年収の３分の１を超えるような借入はで

きなくなる，ということです。

兼永：高額な借入…というと，住宅ローンが思い

浮かぶのですが，住宅ローンは，ほとんどの人が

年収の３分の１以上に…なりますよね？

山下：安心してください。住宅ローンは，総量規

制の対象外となっています。住宅ローン以外でよ

く質問があるのが自動車ローンなんですが，この

場合，自動車を担保にしてローンを組む場合は

対象外です。しかし，一般的な借入をして，それ

を自動車購入資金に充てるような場合は３分の１

の総量規制の対象となりますので，注意が必要

です。

兼永：収入のない専業主婦の場合はどうなんでし

ょう？借入ができなくなってしまうんですか？

山下：専業主婦が貸金業者から借り入れする場

合は，配偶者の年収が基準となります。そして，

夫婦であることを証明する書類や借入について

の夫の同意書が必要となります。

兼永：改正は６月１８日からということですが，す

でに貸金業者から借入がある方で気をつけてお

いた方がいいということ，ありますか？

山下：すでに総量規制の基準を上回った借入残

がある方は，これ以上，貸金業者から借り入れる

ことができなくなります。その時に備えて，現在残

っている債務の整理を早急に行われることをお

勧めします。（以下、略）

生放送中のアナウンサー兼永みのりと山下江
（5 月 27 日 RCC 文化センター）

法律事情なう


